
 

長野県適正農業規範 

（第 2 版試行版） 

～“持続的な農業生産”に向けた、 

農場経営管理全般、労働者の安全管理、食品安全、

環境保全のための指針～ 
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持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の実現など新たな価値観への関心の高まりに加

え、近年の国際情勢の不安定化や円安の進行による輸入原料の高騰に伴い、より身

近で生産される食の安全安心へのニーズが高まっています。 
このような状況の中、安全安心な農産物の持続的な供給に向け、食品の安全性向

上、環境の保全、労働安全の確保等に資するとともに、農業経営の改善や効率化に

つながるＧＡＰ（Good Agricultural Practices）の取組が今まで以上に生産地に

求められています。 
本県では、長野県ＧＡＰ推進会議（長野県、ＪＡ長野中央会、ＪＡ全農長野）を

中心に、生産者団体等と連携し、「ＧＡＰ推進方針」をはじめ、「長野県ＧＡＰ基準」、

「長野県適正農業規範」等を策定し、ＧＡＰの普及を図ってまいりました。県の農

業政策基本指針である「第４期長野県食と農業農村振興計画」（令和５～９年度）

や、ＪＡ長野県グループの「安全安心推進対策」においても、ＧＡＰの考え方に基

づいた農家指導による安全安心な農産物生産を位置づけ、積極的な推進を図ってい

るところです。 
 
国は、輸出の拡大等により国際的な農産物の取引が増大していること等を踏まえ、

令和４年に「国際水準ＧＡＰガイドライン」を策定し、都道府県でのＧＡＰ基準等

を令和６年度末までに国際水準へ引き上げることとしました。 
これを踏まえ本県では、従来からの「長野県ＧＡＰ基準」、「長野県適正農業規範」、

「長野県ＧＡＰ生産者確認表」について、農場における責任体制の整備やＢＣＰ（事

業継続計画）の策定などの「農場経営管理」の内容と、外国人労働者等への労働環

境整備や人権侵害の防止といった「人権保護」の内容を新たに取り入れるなど、大

きく拡充する改定を行いました。 
 
改定した本規範では、「ＪＧＡＰ．ＡＳＩＡＧＡＰ．ＧＬＯＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ.」の

国際水準認証の取得を希望する生産者やその指導・支援を行う者が、従来の長野県

ＧＡＰ基準等から柔軟に移行できるよう、新たな項目の取組例や写真、関係法令に

ついて詳しく掲載したことで、ＧＡＰ認証取得の取組を円滑に実施し易くなります。 
従来のＧＡＰから国際水準のＧＡＰへの生産者の取組のステップアップやその

指導、すでに国際水準のＧＡＰを実施している生産者については参考資料とするな

ど、改定した本規範が広く農業現場で活用され、引き続き安全安心な農産物生産と

本県農業の持続的な発展につながることを期待いたします。 
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本書の利用に当たって 
 
○本書では、長野県ＧＡＰ基準に定める品目（米・麦・野菜・果樹・きのこ・花き）につ
いて、「農場経営管理全般」「労働者の安全管理（労働安全及び労働者の人権保護）」「食
品安全」「環境保全」の視点から、農業生産段階における遵守すべき法令やリスクについ
て整理しています。 

 
○各ページの実践項目については、長野県ＧＡＰ基準に掲載されている内容から掲載して
います。 

 
○“花き”は食品ではありませんが、法令遵守や衛生管理・品質管理の観点から、「食品安
全のために」の区分に掲載しています。 
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ＧＡＰ（Good Agricultural Practices）は、「良い農業の実践」などと訳されますが、

農林水産省では「農業生産工程管理」と表現しています。 
具体的には、①農場経営管理全般、②労働者の安全管理（労働安全及び労働者の人権保
護）、③食品安全、④環境保全、の視点から、農産物や労働の安全性の確保や環境の保
全に向けて、適正な、より良い農業を実践していくことです。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

【長野県適正農業規範】 
「なぜＧＡＰに取り組むのか」「適正な農業生産活動ができていなければ、どう改善

すれば良いのか」を示し、適正な農業生産のあるべき姿をまとめたものです。 
規範の中では、適正な農業生産のために行うべき事項について、その必要性や、農業

生産活動の改善方法に関する解説を行い、また、関係法令等についても掲載しています。 

【長野県ＧＡＰ基準】 
ＧＡＰの取組事項について、農業生産活動が適正か点検するための判断基準を確認で

きるもので、“米・麦・野菜・果樹・きのこ・花き”の６品目について定めています。 
この基準に沿って、現在行っている農作業を点検し、振り返ることで、現状の悪い点

を認識し、改善に結びつけることができます。 

【長野県ＧＡＰ生産者確認表】 
長野県ＧＡＰ基準の取組事項をまとめたチェックシートで、“米・麦・野菜・果樹・

花き”の５品目について定めています。 
基準と併せてチェックすることで現在行っている農作業を点検し、振り返ることで、

取組の改善に結びつけることができます。 

現状の農業生産活動が、「適正」なものとなっているか、長野県ＧＡＰ基準・
長野県 GAP 生産者確認表を活用してチェックし、点検する。 

長野県適正農業規範を活用し、農場経営管理全般、労働者の安全管理、
食品安全、環境保全に関わる法令や、農業生産活動が環境に負荷を与え
ていること、農作業のリスクについて認識し、なぜ適正な、より良い農
業に取り組む必要があるのか、現在の農業生産活動をどのように改善す
ればよいのか理解する。 

チェックの結果、「適正」でない部分について改善を行う。 

「できていない事項があるが、どう改善すればよいかわからない･･･」 
「なぜ取り組まなければいけないのかわからない･･･」 
→長野県適正農業規範による必要性や改善方法の再確認や、指導機関に直接相

談するなどして農業生産活動の改善を検討し、次回の作業に活かしていく。 

・改善の積み重ねにより、より良い農業生産活動を目指しましょう。 
・改善の取組を共有しながら、産地全体の信頼性を高めましょう。 

 

ステップ２ 

ステップ１ 

 ＧＡＰとは 

ステップ３ 
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-ＧＡＰとは-



※１ 該当分野
管：農場経営管理
労：労働者の安全管理（労働安全・人権保護）
食：食品安全
環：環境保全 の略

取組事項の区分
※１該当分野

取組事項

各取組事項についてどのように取り組めばよいか、具体的内容や、
理由・根拠・考え方等を示してあります。

取組事項の根拠となっている法令や通達等

黄色枠内には、より詳しく知りたい場合の参照先URLを掲載

※２
該当
品目

※２ 該当品目

：米 ：果樹

：麦 ：きのこ

：野菜 ：花き の略

本書の見方

農作業等におけるリスク管理 

26 
事故や疾病罹患後の従業員を保護するための労災保
険への加入（法令上の義務を含む）。 管 労 食 環 

  

労災保険は、雇用労働者の業務上や通勤によるケガや病気への補償を目的とする公

的保険です。農業者も一定の要件を満たしていれば特別加入制度で加入できます。経

営を維持し、家族の生活を守るため、万が一に備え、労災保険に加入しましょう。 

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合は、使用者はその費用で必要な療

養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければなりません。 

 

 

１ 労災保険に加入する。 共通 

（１）ケガや事故に備え、労働者災害補償保険等への加入を行いましょう。 

任意適用事業場でも、労災保険への加入を検討しましょう。 

（２）労災保険については、労働者の業務上や通勤途上の災害によるケガや病気を対

象とする制度であり、原則として一人でも労働者を使用する事業は、雇用労働者

の加入手続きを行う必要があります。 

ただし、常時５人未満の労働者を使用する個人経営の農林、水産業の事業（特

別加入者が行う農業の事業を除く。）の一部については、労災保険への加入は暫定

的に任意適用事業場とされています。 

なお、農業者の場合は、事業者本人や事業に従事する家族でも、労災保険へ特

別加入できる場合があります。 

 

 

労災保険の特別加入に関しては、以下のホームページにも詳細な情報が記載されて

います。 

●農林水産省「農作業安全対策」 

http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/index.html 

 

関連法令等 

●労働者災害補償保険法（昭和 22 年法律第 50 号） 

●労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号） 

●農作業安全のための指針について（平成 14 年 3 月 29 日付け 13 生産第 10312 号農林

水産省生産局長通知） 

●農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（共通規範）等について（令和３年２

月 26 日付け２生産第 2170 号農林水産省生産局長通知） 
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